
要電源医療的ケア児者の
災害時支援体制の構築について

岐阜県健康福祉部
医療福祉連携推進課
（障がい児者医療推進係）
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出典：厚生労働省ホームページ「医療的ケア児等とその家族に対する支援施策」より一部抜粋改編
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※

※「その他の医療行為」に具体的な定めはないが、厚生労働省が示す「障害福祉サービス等利用における医
療的ケアの判定スコア（次頁参照）」に掲げる医療行為を医療的ケアの内容として整理。

要電源医療的ケア児者について

医療的ケア児とは

要電源医療的ケア児者・・・・人工呼吸器等の電源が必要な医療機器を使用する医療的ケア児者
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電源を必要とする医療的ケア

医療的ケアの内容等
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１ 要電源医療的ケア児者の災害時支援の現状と課題について

○ 令和６年１月に発生した能登半島地震において、障がいのある方等の要配慮者やその家族の防災対策の重要性が再認
識され、改めて、防災対策の普及啓発や避難行動要支援者名簿登録や個別避難計画の策定等のその取組を進めていく必
要がある。

○ 加えて、在宅で人工呼吸器等の電源が必要な医療機器を使用する医療的ケア児者（以下「要電源医療的ケア児者」と
いう。）にとって、停電による電源の喪失が災害時等の生命の危機に直結するため、医療機器のための電源確保が重要
となる。

○ そのため、要電源医療的ケア児者の災害支援として、次の課題について、取組を進めていく必要がある。

【主な課題】

１ 要電源医療的ケア児者等による非常用電源装置の確保促進

２ 市町村における要電源医療的ケア児者の把握の推進

３ 避難行動要支援者名簿登録や個別避難計画の策定における要電源医療的ケア児者への対応等の推進

４ その他

※上記の課題は県が実施した次の調査結果（市町村提供済み）をもとに整理

ア 市町村要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備補助等制度の整備状況調査
○補助制度整備市町村数 令和６年度３６市町（令和５年度 ３０市町）、

補助実績件数（令和５年度） １７市町４５人（令和４年度）１５市町３８人

イ 日常的に電源が必要な医療機器を使用する医療的ケア児者の把握及び災害時支援に向けた取組等状況調査
○把握している要電源医療的ケア児者数 令和５年度３０市町３８２人（令和４年度３１２人)
○身体障がい者等以外の要電源医療的ケア児者を避難行動要支援者名簿登載対象とする市町村 令和５年度６市町



【求められる対応策】

（市町村）

ア 電源を必要とする医療機器のための非常用電源装置等の確保の必要性等や補助制度についての普及啓発

○要電源医療的ケア児者等を対象に「岐阜県医療的ケア児等災害時電源確保ガイドブック※」の紹介や補助制度の広報・チラシの提供

等による普及啓発の実施 ※掲載ホームページアドレス https://www.pref.gifu.lg.jp/page/128726.html

イ 趣旨や地域ニーズを踏まえた補助制度の整備検討（補助制度のない市町村）

（県）

ウ 市町村補助制度整備一覧（市町村名・担当課・問合せ先等）の作成・ホームページ等による公表（今後、市町村のコンセンサスを得て実施）

（関係機関（医療機関・訪問看護・電力会社・医療機器関係企業・当事者団体・支援機関））

エ 要電源医療的ケア児者への周知・助言による協力

○要電源医療的ケア児者等を対象に「岐阜県医療的ケア児等災害時電源確保ガイドブック」や「市町村補助制度一覧（前項ウ）」

等の紹介による周知・助言
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２ 市町村における主な課題への対応について

（１）要電源医療的ケア児者等による非常用電源装置の確保促進

【現状と課題】

○要電源医療的ケア児者等による「非常用電源装置等の備え（自助）」について、装置等の購入支援を求める声を受け、県では、令和３
年度に市町村を対象に「要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備事業費補助金」を創設（令和５年度拡充）。

○要電源医療的ケア児者を対象に電源を必要とする医療機器のための非常用電源装置等の制度（以下「補助制度」という。）を整備する
市町村は、令和６年度は３６市町となっている。

○また、令和５年度に補助制度を整備する３０市町のうち、補助実績があったのは１７市町４５人であり、引き続き要電源医療的ケア児
者等による非常用電源装置の確保促進に取り組む必要がある。

（一方、既に非常用電源を保持しているため、次の買い替え時に利用するとの声もある）

年度 補助制度整備市町村

R4 20市町
岐阜市※、各務原市※、羽島市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、大垣市、関市、美濃市、美濃加茂市、

可児市、郡上市、御嵩町、多治見市、中津川市、恵那市、土岐市、高山市、飛騨市

R5 30市町
R4年度に加え、次の10市町が整備

瑞穂市※、北方町、養老町、関ケ原町、揖斐川町、大野町、坂祝町、川辺町、瑞浪市※、下呂市

R6 36市町 R5年度に加え、６市町が整備 海津市、垂井町、神戸町※、輪之内町※、安八町※、池田町※

＜補助制度整備市町村＞ ※R6.6月末時点

※は障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付事業による補助制度

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/128726.html
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（公表様式例）
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２ 市町村における主な課題への対応について

（２）市町村における要電源医療的ケア児者の把握（公助）の推進

【現状と課題】
○令和５年度、県が実施した重症心身障害児者等状況調査により、市町村が保持する情報をもとに、「身体障害者手帳（１級・２級）と療

育手帳（Ａ・Ａ１・Ａ２）の両方を保持する者」や「障害者総合支援法等に基づく障害福祉サービス等を利用している医療的ケア児者」
の情報集約・整理を依頼したところ、市町村が把握している要電源医療的ケア児者数は３０市町３８２人であった。

○加えて、今年度、岐阜県が実施する「令和６年度岐阜県重度障がい・医療的ケア児者実態調査実態調査（以下「実態調査」という。）」
のために各市町村が把握した重症心身障がい児者・医療的ケア児者（計１，２８７人）個々の医療的ケアの内容を整理するとともに、保
健所との連携による人工呼吸器装着難病患者の情報共有・集約により、要電源医療的ケア児者の更なる把握が可能

【求められる対応策】

（市町村）

ア 重症心身障がい児者・医療的ケア児者の継続的な把握と対象者個別表の更新による要電源医療的ケア児者の把握

○実態調査のため、各市町村が把握した重症心身障がい児者・医療的ケア児者の情報をもとに、令和５年度に作成した対象者個別表
（※）を更新し、更なる要電源医療的ケア児者の把握を図る。

○市町村と県（保健医療課・保健所）との連携による要電源医療的ケア児者である人工呼吸器装着難病患者の情報の共有・集約

イ 医療的ケア児者の情報を保持する担当課の相談時等における要電源医療的ケア児者等支援の周知・案内

ウ アのほか、ケアマネ―ジャー（介護保険）、訪問看護ステーションとの連携による要電源医療的ケア児者の把握

（県）

エ 重症心身障がい児者・医療的ケア児者の状況を整理する対象者個別表の提供（更新）及び対象者数等の取りまとめ・情報共有

○令和５年度に提供した対象者個別表を、市町村の意見を基に見直し・改編し提供。

※要電源医療的ケア児者関係では、「医療的ケアの状況」欄の内容も基に整理する「電源を要する医療機器の使用」欄のほか、「医

療機器等非常用電源補助金申請・交付」欄、「個別避難計画等策定の有無」欄を設けている。

（関係機関）

オ 要電源医療的ケア児者等への助言等（対象者等の同意を得た上での関係機関からの市町村への情報提供）

○要電源医療的ケア児者等やその保護者に対し、市町村への相談状況や福祉サービスの利用状況を確認し、市町村に繋がっていない場
合には、市町村（障がい福祉・母子保健・子育て・介護保険・防災等部門）に相談するよう助言等（個人情報の管理に配慮）を実施。

※訪問看護ステーションは、市町村と調整した上で、「診療情報提供書」の提供

※医療機関（総合・地域母子医療センター等、分娩取扱医療機関は、「母と子の健康サポート事業」に基づき保健所を通じ、市町村

に対し支援を依頼。



重症心身障がい児者・医療的ケア児者の人数（６５歳未満）
（令和６年度重度障がい・医療的ケア児者実態調査調査対象者人数より抜粋）

○対象者数（R6.10.31時点）１,３５０人（重症心身障がい児者 991人《児356人 者635人》）
 （医療的ケア児者 359人《児191人 者168人》）

※医療的ケア児者に重症心身障がい児者を含まないが、重症心身障がい児者に医療的ケアを要するものを含む

区 分 状 態 像
人数（単位：人）

県全体
圏域

岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

（１） 県内の市町村が保有する情報をもとに該当する方 1,287  600 229 176 199 83

①
県内の６５歳未満で、身体障害者手帳１級又は２級（肢体不
自由のうち体幹・下肢・移動機能のいずれか等級）と、療育手
帳Ａ、Ａ１又はＡ２の両方を持つ方

重症心身障が
 い児

356 188 49 50 40 29

重症心身障が
い者

635 276 107 96 117 39

② 保育所等、小･中学校、市立特別支援学校に通園･通学する
県内の医療的ケアが必要な児【保育所等】

医療的ケア児

 9 1 1 1 5 1

保育所等、小･中学校、市立特別支援学校に通園･通学する
県内の医療的ケアが必要な児【小中学校】

39 16 7 8 7 1

③ ７歳未満で、岐阜市保健所又は保健センターが保有する県
内の医療的ケアが必要な児

55 19 22 7 5 2

④

７歳未満又は１９歳以上６５歳未満で、障害福祉サービス等
（児童発達支援事業、日中一時支援事業を含む）を利用する
県内の医療的ケアが必要な方

医療的ケア児 25 22 2 1 0 0

医療的ケア者 168 78 41 13 25 11

（ ２ ）岐阜県教育委員会の高等学校､特別支援学校に通学する県内の
医療的ケアが必要な児

医療的ケア児

55 - - - - -

（ ３ ）国立岐大付属小中学校、私立の幼稚園、小・中学校、高等学校に
通園・通学する県内の医療的ケアが必要な児

8 - - - - -

計 1,350 - - - - -

※１ ①～④のうち対象者が重複する場合は、若い番号の分野に振り分け

※２ （１）については、実態調査（次頁参照）とは別に市町村に対し保有する情報をもとに、医療的ケアの状況、障害者手帳の保持状況、サー
ビスの利用状況、電源を必要とする医療機器の使用状況等の個別表の作成し、その集計結果を県に提出を求めている（10頁参照）。
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令和６年度重度障がい・医療的ケア児者実態調査について

【調査の概要】

  〇県内に居住する在宅の重症心身障がい・医療的ケア児者の生活実態や支援のニーズを把握し、今後の支援
    策等の充実に向けた基礎資料とするため、アンケート調査を実施。（令和元年度に続き５年ぶり３回目）

〇県全体に加え、岐阜市、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の各圏域ごとに分析し、その結果を公表する。

＜調査期間＞  令和６年９月～令和７年３月（調査回答期限は１０月３１日）

＜調査対象者数＞  １，９４３人（うち重症心身障がい児者 991人 医療的ケア児者 364人）
※市町村、県教育委員会、国立・私立の教育機関が把握する６５歳未満の重症心
身障がい児者・医療的ケア児者に加え、７歳未満の身体障害者手帳又は小児慢
性特定疾病受給者証を持つ方が対象。

＜調査内容＞     本人について 主たる介護者について  医療サービスの利用状況等

  福祉サービスの利用状況等      今後の生活場所（入所施設・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

      サポートツールの活用（今回新たに追加）

     災害時の備え（今回新たに追加）
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《具体的項目》詳細は次頁参照

○避難行動要支援者名簿
・名簿への掲載の把握の有無 ・名簿の避難支援等関係者への提供同意の有無

○個別避難計画の有無

○非常用電源装置の確保の有無

○岐阜県医療的ケア児等災害時電源確保ガイドブックの所持の有無
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※電源を必要とする医療的ケアの項目を黄色に着色
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【現状と課題】
ア 要電源医療的ケア児者を避難行動要支援者名簿の登録や個別避難計画の策定の対象者としていない市町村が多い

○身体障害者等に該当する要電源医療的ケア児者は、避難行動要支援者名簿（以下「要支援者名簿」という。）の登録や個別避難計画
（以下「避難計画」という。）の策定の対象となるが、それ以外の要電源医療的ケア児者を要支援者名簿登録の対象としている市町
村は、６市町（令和５年度）に限られる（本人や家族が希望する場合を除く）。

○要電源医療的ケア児者についても、市町村や関係機関等の支援が必要となるため、要支援者名簿登録や避難計画策定の対象として積
極的に位置付けることが不可欠と考えられる。

２ 市町村における主な課題への対応について
（３）避難行動要支援者名簿登録や個別避難計画の策定における要電源医療的ケア児者への対応等

身体障害者以外の要電源医療的ケア児者を名簿掲載の対象としている市町村（自ら掲載を希望したものを除く）（６市町）

山県市、大野町、関市、美濃市、美濃加茂市、白川町

イ 要支援者名簿や避難計画において要電源医療的ケア児者や要電源医療的ケアの内容把握ができない市町村が多い
○要支援者名簿の「避難支援等を必要とする事由」を記載する欄において「要電源医療的ケア児者」を確認（把握）できる市町村は、
７市町（令和５年度）に限られ、避難計画において「要電源医療的ケア児者の状況（本人の状態、医療的ケアの内容、使用する医療
機器等）」を確認（把握）できる市町村は１１市町（令和５年度）に限られた。

避難行動要支援者名簿内において要電源医療的ケア児者を確認できる市町村（７市町）

岐阜市、岐南町、揖斐川町、可児市、坂祝町、白川町、東白川村

個別避難計画において要電源医療的ケア児者の状況を確認できる市町村（11市町）

岐阜市、山県市、本巣市、神戸町、揖斐川町、可児市、白川町、御嵩町、多治見市、恵那市、下呂市

【求められる対応策】

（市町村）

ア 避難行動要支援者名簿登録の対象者の要電源医療的ケア児者への拡大

○医療的ケア児者、特に要電源医療的ケア児者は、身体障害者手帳等の有無に限らず、避難行動時の支援が必要なことから、要電源
医療的ケア児者をはじめとした医療的ケア児者を避難行動要支援者名簿登録の対象とし、「避難支援等を必要とする理由」にその
旨を記載

○対象者が記載する「意向調査書」に「医療的ケアの状況」や「電源の要否」を記入する欄（項目）を設ける

イ 個別避難計画の策定に係る要電源医療的ケア情報の反映

○避難計画の策定にあたり、「避難時に配慮しなくてはならない事項」欄や「特記事項」欄などに、医療的ケアの内容、使用してい
る医療機器（電源の要否を含む）とその詳細、支援している関係機関等を可能な限り反映
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岐阜市の場合
（参考）
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